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第１ はじめに（控訴理由要旨） 

  原判決は、結論として控訴人の請求を一部認容したものの、その判断内容及び

結論は極めて不十分なものであった。すなわち、原判決はそもそも県議会の裁量

的判断を極めて広範に認めるが如き判断枠組みを定立し、とりわけ海外視察制度

の本質である県政への反映については何らの配意をしなかった（下記第３）。また、

事前検討・準備の重要性についての評価を誤っており、補助参加人らの主張を安

易に信用して事前準備・検討としては足りるところではない旨判示した（下記第

４）。さらに、各視察先についての判断においても、原判決の判示は極めて抽象的

であり一体いかなる事情をどのように評価して係る結論を導いたのか、何ら明ら

かではない（下記第５）。そのため、原判決の違法性の認定は極めて不十分不合理

である（下記第６）。極めつけは、原判決は全行程の４０％が違法であると認定し

ながら、なぜか結論の損害認定額としては全旅費の４割ではなく、支出された金

９０万円のうち金８万３０００円（支出額の約９％）に止まった（下記第７）。 

  以上のとおり、原判決には極めて大きな問題点が多数存在するのであり、是正

されなければならない。なお、原判決が違法と認定した４日目及び５日目の視察

については被控訴人ら控訴理由書に対する答弁書等において詳述することとする。 

 

第２ 原判決の要旨 

 １ 裁量論（違法性判断の枠組み）について、「もとより、普通地方公共団体の議

会は、当該普通地方公共団体の議決機関として、その権能を適切に果たすため

に合理的な必要性があるときは、その裁量により議員を国内や海外に派遣する

ことができると解される。 

   しかしながら、このような議会の権能も絶対無制約なものではなく、合理的

な必要性がないにもかかわらず所属議員を海外に派遣したり、研修や視察の名

の下に遊行を主目的とするようないわゆる観光旅行を実施する等した場合に

は、裁量権行使の逸脱又は濫用として、派遣に要した費用の支出が違法となる
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場合があるというべきである。そして、裁量権行使の逸脱又は濫用の有無を判

断するに当たっては、視察目的の合理性、視察先と視察目的との関連性、視察

の必要性、視察内容、視察行程や費用の相当性などの事情を総合的に考慮する

必要がある」とした（原判決４２、４３頁）。 

 ２ 視察目的について、本件企画書及び本件報告書に記載された、震災復興調査、

スポーツ振興調査、自然環境保護調査、エネルギー問題調査、ＴＰＰ問題(農業

関係)調査、町おこし調査、観光資源調査であり、これらは県における議員の海

外派遺の目的として合理的であるとした（原判決４３頁）。 

   他方、補助参加人が事後的に主張した「みやぎ環境税の使途に関する調査」

及び「六次産業化に関する調査」は本件海外視察の目的には含まれなかったと

判示した（原判決４３、４４頁）。 

 ３ 事前準備について、「確かに、事前研修の具体的な内容については不明確な部

分があり、視察先決定の経緯も明確とはいい難い」としながら、「本件企画書を

作成するに当たって、補助参加人らは、それぞれ提案した:調査項目について協

議していることから、補助参加人らが主体的な事前準備・検討を何ら行ってい

ないとまではいえず、直ちに本件派遣決定及び公金支出が違法であるとはいえ

ない」と判示した（原判決４６頁） 

 ４ 各視察先について、４日目の視察先（ＴＰＰ関係視察先及びイーデンパーク）

及び５日目の視察先（ストーニーリッジワインヤードとハウワインヤード）に

ついて必要性及び関連性等を否定したが、他の視察先については控訴人の主張

をいずれも排斥した（原判決４６ないし５６頁）。 

 ５ 具体的損害について、「本件海外視察において実際に視察を行った５日間の

うち２日間の行程が違法であるから、本件海外視察の全行程のうち違法な行程

の割合は４０パーセントを占めることになる」としながらも、違法となる支出

は各議員に支出された９０万円のうち７万３４８７円（約８パーセント）に止

まるとした（原判決５６ないし５７頁）。 
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第３ 裁量に関する判断の誤り 

１ 原判決の判示 

  原判決は、本件海外視察に係る派遣決定及び公金支出等の違法性判断の枠組

みについて、以下のように判示した（原判決４２、４３頁）。 

「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の議決機関として、その

権能を適切に果たすために合理的な必要性があるときは、その裁量により議員

を国内や海外に派遣することができると解される。 

しかしながら、このような議会の権能も絶対無制約なものではなく、合理的

な必要性がないにもかかわらず所属議員を海外に派遣したり、研修や視察の名

の下に遊行を主目的とするようないわゆる観光旅行を実施する等した場合に

は、裁量権行使の逸脱又は濫用として、派遣に要した費用の支出が違法となる

場合があるというべきである。そして、裁量権行使の逸脱又は濫用の有無を判

断するに当たっては、視察目的の合理性、視察先と視察目的との関連性、視察

の必要性、視察内容、視察行程や費用の相当性などの事情を総合的に考慮する

必要がある。」 

２ 裁量の逸脱・濫用になる場合に関する判断の誤り 

 ⑴ 原判決は、普通地方公共団体の議会の裁量権を余りに広く認めている点に

おいて、海外視察制度の制度趣旨等の把握を誤る極めて不当な判断を行って

いる。 

    すなわち、原判決は、裁量の逸脱又は濫用となる場合として、①合理的な

必要性がないにもかかわらず所属議員を海外に派遣すること、②研修や視察

の名の下に遊行を主目的とするようないわゆる観光旅行を実施することを例

示する。合理的な必要性がない場合に海外視察が認められないことは至極当

然であるから、原判決の判示で着目すべき点は後者の場合である。 

⑵ この点に関連して、控訴人の訴状でも引用した東京高裁平成２５年９月１

９日判決は、以下の通り判示した。 
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「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の議決機関として、そ

の機能を適切に果たすために合理的な必要があるときは、その裁量により議

員を国内や海外に派遣することができると解される。しかしながら、議員派

遣の合理的な必要性が認められない場合にまで派遣を行うことが許されない

のは当然のことであって、例えば、派遣目的が議会の権能を適切に果たすた

めに必要のないものである場合や、行き先や日程等が派遣目的に照らして明

らかに不合理である場合に派遣するなど、上記裁量権の行使に逸脱又は濫用

があるときは、議会による議員派遣の決定は違法になると解される」。 

  ⑶ 上記東京高判と原判決が実質的に表現を異にしているのは、東京高判が「行

き先や日程等が派遣目的に照らして明らかに不合理である場合に派遣する」

場合を違法とすることに対し、原判決は「研修や視察の名の下に遊行を主目

的とするようないわゆる観光旅行を実施」した場合を違法とするに止まる点

である。 

    しかしながら、海外視察制度を笠に着ていわゆる観光旅行を実施した場合

に派遣決定が違法となることはこれもやはり至極当然である。とすれば、原

判決の判示を実質的に理解すれば、遊行を主目的とした観光旅行を実施した

ような場合にしか裁量違反を問わないかのごとき基準というほかなく、議会

の裁量権を不当に広く認めるものである。これに対して、上記東京高判は、

「観光旅行」に該当するような極端な場合のみならず、派遣目的と行き先や

日程等ひいては視察内容を実質的に考慮し、違法性を判断すべきとするので

あって、海外視察制度の実質的趣旨を正しく理解した判示と言うべきである。

なお、東京高判の上記判示のうち「明らかに」という箇所は、海外視察制度

の趣旨等に鑑みれば、議会の裁量を広く認めた趣旨とは解すべきではない。 

 ３ 考慮要素に関する判断の誤り 

⑴ 次に、原判決は、裁量の逸脱・濫用の判断要素として、①視察目的の合理

性、②視察先と視察目的との関連性、③視察の必要性、④視察内容、⑤視察
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行程や費用の相当性を例示する。 

⑵ 他方、上記東京高判は、①視察目的がそもそも合理的であるか、②視察目

的との関係において適切な視察先が選定されているか、③具体的な視察内容

が視察目的と合理的に関連しているか、④事後の報告書において、視察目的

との関係で何らかの具体的な情報等をもたらしたり、県政にかかわる分野及

びこれに関連する分野についての調査研究として、何らかの施策の検討等に

繋がるような有益な情報をもたらしたといえるか（外形的抽象的情報の記載

や訪問するまでもなく我が国で容易に入手できるか否か等）、⑤実質的には

海外研修に名を借りた観光中心の私的旅行といえるか（一般の観光旅行にお

ける見学とは異なる何らかの特段の調査研究がなされた事情の有無等）等を

個別具体的に、かつ、個別の調査目的、調査内容等に照らし踏み込んで判断

している。 

⑶ 原判決には上記で述べたような本質的な問題点があるほか、裁量権行使の

逸脱または濫用の判断基準においても、東京高判と比べると何ら実質的かつ

具体的な基準を定立していない。更に、同判断基準から、「事後の報告書にお

いて、視察目的との関係で何らかの具体的な情報等をもたらしたり、県政に

かかわる分野及びこれに関連する分野についての調査研究として、何らかの

施策の検討等に繋がるような有益な情報をもたらしたといえるか（外形的抽

象的情報の記載や訪問するまでもなく我が国で容易に入手できるか否か等）」

という東京高判が適示した基準を（ともすれば恣意的に）除外している。 

  海外視察は、地方自治法１００条１２項の規定に基づき、議会の議決を経

て議会において派遣するものであり、「普通地方公共団体の議会は、当該普通

地方公共団体の議決機関として、その機能を適切に果たすために合理的な必

要があるとき」に認められるものである。したがって、海外視察の成果は議

会に帰属するものであり、議員全員において共有されなければならない。こ

のように海外視察はその制度本質として、視察で得た知見を当該地方公共団
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体の政策に役立てる（還元する）ことにより、もって県政に資することが当

然に予定されているのである。 

  にもかかわらず、原判決は、当該海外視察が県政に反映されたかという海

外視察制度の本質に係る極めて重要な考慮要素を除外しており、係る判断が

下記で述べる各論においても顕著に反映されている。例えば、ワイラケイ地

熱発電所の視察について、原判決は、「本件報告書には、グレッグ・ビグナー

ル氏の経歴等に関する説明以外には、ニュージーランドが２００５年以降地

熱に力を入れるようになったこと、発電の余熱を活用できることしか記載さ

れておらず、視察内容の記載として不十分であることは否めない」（原判決５

２頁）と認定しながら、結論として同所の視察については違法性の根拠とは

認めなかった。県政に反映されたか・県政に資するものかどうかという極め

て重要な判断要素を軽視した結果に他ならない。 

⑷ 以上、原判決は、海外視察制度における議会の裁量統制に係る判断を明ら

かに誤っており、不当に議会の裁量を広範に認めるが如き判断を行っており、

極めて不当であると言わなければならない。そして、係る判断基準定立の誤

りが、各論の判断の誤りにも顕著に帰着している。 

 ４ 小括 

   以上、本件においても、海外視察の趣旨や上記裁判例等に照らし、議会にお

ける裁量権の行使に逸脱又は濫用があるかにつき、表面的にではなく個別具体

的に踏み込んだ検討・判断がなされなければならない。とりわけ、原判決が軽

視した「県政に資するかどうか」という点については、改めて原判決を厳しく

精査しなければならない。 

   なお、裁量に関する考え方については、宮城県議会作成の海外視察に関する

手引（乙１）等を踏まえ、おって補充主張する予定である。 
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第４ 事前準備・検討に関する判断の誤り 

１ 原判決の判示 

  原判決は、本件海外視察の事前準備・検討について、以下のように判示した。 

「事前研修は、構成議員による意見交換会が３回、ニュージーランド航空関係

者からの意見聴取が１回、県内被災自治体からの意見聴取が２回、執行部から

の事業説明が１回行われた（甲６）。 

 このうち、補助参加人らが視察国としてニュージーランドを選定する前に行

われたと認められるのは、補助参加人石川によるニュージーランド航空関係者

からの意見聴取のみであり（証人渡邊１５頁）、構成議員による意見交換会２回

及び執行部からの事業説明は、補助参加人らがニュージーランド国内における

具体的な視察先を選定した後に行われた（証人渡邊１６頁）。 

 本件報告書には、事前研修資料として、ニュージーランドの概略、日本との

関係、宮城県との関係、東日本大震災に係る支援の内容が記載された書面や、

ニュージーランド航空から提供を受けたニュージーランドを紹介する書面が

添付されている（甲６）」（原判決３０、３１頁）。 

「確かに、事前研修の具体的な内容については不明確な部分があり、視察先決

定の経緯も明確とは言いがたいが、前記認定のとおり、本件企画書を作成する

に当たって、補助参加人らは、それぞれ提案した調査項目について協議してい

ることから、補助参加人らが主体的な事前準備・検討を何ら行っていないとま

ではいえず、直ちに本件派遣決定及び公金支出が違法であるとはいえない」（原

判決４６頁）。 

２ ニュージーランドありきの視察であったことについての評価の誤り 

  ⑴ 原判決は、ニュージーランドを視察先として決定した経緯について、「確か

に、補助参加人石川はニュージーランドへの視察を目的として補助参加人渡

邊を勧誘しており,補助参加人らで視察国の決定について協議したことも認

められずニュージーランドに行くことが前提となっていたことは否めない。
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しかし,ニュージーランドは東日本大震災と同時期に大地震の被害に遭って

おり,その被害や復興の状況が異なるとしても,被災地を視察することで,県

の目指す創造的復興に関する施策の参考となる情報を取得し得る」と判示し

（原判決４５頁）、安易に視察先としての適正を肯定している。 

 ⑵ しかしながら、控訴人の原審準備書面（４）でも詳述したとおり、ニュー

ジーランド大地震と東日本大震災とでは規模も特徴も全く異なっているので

あり、単に「同時期に大地震の被害に遭った」というのみでは何ら視察先と

しての適正を検討・判断したことにならない。原判決はニュージーランドあ

りきの視察だったことは認定しながらも何らの根拠なく視察先としての適正

を肯定しており、極めて不合理というべきである。 

３ 事前準備・検討に関する評価の誤り 

  ⑴ 次に、原判決は、事前準備・検討について、「確かに、事前研修の具体的な

内容については不明確な部分があり、視察先決定の経緯も明確とはいい難い

が、前記認定のとおり、本件企画書を作成するに当たって、補助参加人らは、

それぞれ提案した調査項目について協議していることから、補助参加人らが

主体的な事前準備・検討を何ら行っていないとまではいえず、直ちに本件派

遣決定及び公金支出が違法であるとはいえない」と判示した（原判決４６頁）。 

  ⑵ しかしながら、原判決は、形式的であっても何かしらの事前準備・検討を

行ってさえいればよく、「補助参加人らが主体的な事前準備・検討を何ら行っ

ていないとまではいえ」なければ足りると言うが如き判断をしており、事前

調査・検討の重要性を何ら理解していない。 

    すなわち、宮城県議会議員の海外視察に関する取扱要領（乙１）には、「企

画・立案に当たっては、事前にインターネットや情報誌、執行部から取り寄

せた資料等に基づいて、本県の現状・課題を整理するとともに海外の先進事

例等の情報を収集の上、調査目的、調査事項、調査先候補を検討し決定しま

す。」との記載があり（５頁）、調査目的、調査事項、調査先候補の選定に先
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立つ事前調査・検討の必要性が端的に言及されている。このように、本件海

外視察の目的設定ないし事前準備・検討が十分になされていることは、本件

派遣決定及び本件公金支出が正当化されるための大前提となる。裏を返せば、

本件海外視察の目的設定ないし事前準備・検討が不十分であれば、実際の視

察の内容を問わず、本件派遣決定及び本件公金支出全体が違法となる。そも

そもの目的設定や事前準備が十分になされていなければ、視察先・視察内容・

視察結果等についても極めて抽象的かつ不十分になることは必至であり、県

政に資する視察がなされることはおよそ期待できないためである。 

    地方議員の議員による海外視察決定を違法とした最判平成９年９月３０

日・判タ９５６号１４７頁の原審である高松高判平成５年１月２８日・判タ

８２３号１７９頁においても、事前準備・検討の重要性は直截に示されてい

る。すなわち、「本件旅行は、海外の行政事情について、議員が知識を深め議

会の活動能力を高めるため、外国における産業、経済、分化の行政視察を名

目として実施されたものであるが、旅行業者をして立てさせた旅行の日程、

内容は一般の観光ツアーと何ら変わりがなく、地方議会の議員として、旅行

目的地における産業、経済、文化等の行政上の視察研修を目的とした行動計

画は何ら立案されていなかったものであり、実際の旅行日程においても専ら

観光に終始したものということができる。（中略）もし、本件旅行の目的が真

に海外の議会や関係行政の実情を視察することにあるのであれば、まずは議

会ないしは議員自らがどの国の議会や施設その他の場所をどのような方法で

見学するのかを具体的に検討し、必要に応じ関係機関との連絡、調整を取り

ながら周到に準備をするべきであって、単に旅行業者に『視察場所をセット

して欲しい』と依頼しただけで事が足りたということはできない」のである。 

  ⑶ この点、補助参加人らから被控訴人に提出された海外行政視察申出書（甲

２）には、同申出書作成段階ですでに視察地・調査目的・具体的な調査事項

や視察先が記載されている。しかしながら、同申出書作成時点で何らかの研



13 

 

修等を実施した形跡は見受けられない。したがって、いかなる検討や調査を

経て係る視察目的・視察先等が選定され、同申出書が作成されたのかは明ら

かでない。 

    また、補助参加人が作成した海外行政視察報告書（甲６）には、補助参加

人は、事前研修等として、①構成議員による意見交換会（３回）、②有識者（ニ

ュージーランド航空関係者）による意見聴取（１回）、③県内被災自治体によ

る意見聴取（２回）、④執行部からの事業説明（１回）を行ったとされ、事前

研修資料なるもの（１３頁以下）が添付されている。原判決はこれらをもっ

て事前研修・検討としては足りるとの判断を行っている。しかしながら、具

体的にこれらの事前研修・検討がなされたことを裏付ける具体的資料等は添

付されず、具体的な視察目的・視察先・視察内容等の選定にあたり、事前研

修・検討がなされた形跡は存在せず、補助参加人らの証言からも事前研修・

検討の具体的内容は何ら明らかにならなかったのであり、到底不十分である。 

    さらに、補助参加人らは、事前研修を行ったことについて縷々主張するが、

具体的な視察先・視察目的・県政との関連性等に係る有益な情報等がもたら

されたことを何ら伺わせず、仮に何らかのやりとりがなされていたとしても、

ニュージーランドの風土・観光名所等について一般的なレクチャー・紹介を

受けたに過ぎないことは明らかである。補助参加人らによる事前打ち合わせ・

検討等も、一般的に海外旅行に行く際に当然になされる目的地・行程等のチ

ェックに過ぎない。係る点からも、外形的に一般の海外旅行とは異なる事前

研修・検討等がなされたとは評価できない。 

    加えて、補助参加人らは、行程を旅行会社に組んでもらったのであり、上

記引用裁判例と同様、「単に旅行業者に『視察場所をセットして欲しい』と依

頼しただけ」と評価する他ない。 

  ⑷ 以上からすれば、本件海外視察につき、上記３⑵に引用した宮城県の海外

視察に関する手引き（乙１）において要求される水準・内容の事前調査・検
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討等がなされたとは到底評価できず、補助参加人は、何ら主体的な事前検討・

研修等を行っていないと言わざるを得ない。 

    原判決は、「事前研修の具体的な内容については不明確な部分があり、視察

先決定の経緯も明確とはいい難い」と認定しながら、なぜか結論として「補

助参加人らが主体的な事前準備・検討を何ら行っていないとまではいえず、

直ちに本件派遣決定及び公金支出が違法であるとはいえない」と判示してい

るのであり、なぜそのような結論になったのか、その判示内容が何ら明確で

はない。結論として事前準備・検討の問題点を正しく指摘しなかったことに

ついても、上記で詳述した事前準備・検討に関する考え方を軽視したものに

他ならない。 

 ４ 只野議員のキャンセルを軽視していることの誤り 

  ⑴ 原判決は、只野議員が本件視察をキャンセルしたことについて、「只野県議

が参加を取り止めたとしても、そのことから直ちに補助参加人らが本件海外

視察を単なる海外旅行としか認識していなかったと認めることはできない」

と判示する（原判決４６頁）。 

  ⑵ しかしながら、控訴人の原審準備書面（４）（１７頁以下）でも詳述したと

おり、只野議員が本件視察を極めて些末な理由で取りやめ、補助参加人らも

特段の慰留等を行わなかったことは、補助参加人らが本件海外視察の重要性

をその程度しか認識していなかったことを端的に示す事実である。原判決は

係る点を軽視しており明確な誤りである。 

５ 小括 

 以上、本件において事前調査・検討等は何ら実質的に実施されておらず、補

助参加人らは、何らの具体的な問題意識を持たず、旅行会社に丸投げする形で

本件海外視察を設定したと言わざるを得ない。原判決は係る事前研修・検討の

重要性に何ら配意することなく、補助参加人らが形式的・表面的に行った準備

をもって足りるという判示を行っており、明らかな誤りである。 
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第５ 控訴理由各論 

 １ １日目の視察 

  ⑴ オールドＡＭＩスタジアム 

   ア 原判決は視察目的の認定の仕方を誤っていること 

     原判決はオールドＡＭＩスタジアムの視察目的について、震災対策につ

いてその過程を調査すること及びスポーツ振興調査であると認定してい

る（原判決４７頁）。この事実認定の根拠は判示の中で必ずしも明確になっ

ていないが、本件企画書（甲１）、本件申出書（甲２）の記載が根拠になっ

ているものと考えられる（原判決４３頁）。 

     しかし本件企画書、本件申出書に視察目的として震災対策についてその

過程を調査すること、スポーツ振興調査が記載されていることから、直ち

に視察目的を震災復興調査、スポーツ振興調査と認定することは明らかに

検討不十分である。 

     なぜならば、まず、補助参加人らは平成２８年３月１８日付第３準備書

面において、オールドＡＭＩスタジアムの視察目的について、表敬訪問と

しての視察、震災復興についての意見交換、スポーツ振興調査（ラグビー

ワールドカップが住民をどのように勇気づけていたのかについて、ラグビ

ーワールドカップを戦った選手から聴取する。）にあったと主張しており、

石川光次郎ら補助参加人も同様の供述をしているところである（石川２頁

ないし３頁、丙１８等）。このように視察目的についての補助参加人らの主

張立証の内容が変遷しているにもかかわらず、本件企画書（甲１）、本件申

出書（甲２）に基づいて視察目的の内容を認定することは、訴訟上の当事

者の主張立証を踏まえた事実認定となっていない。 

     また、本件企画書、本件申出書の記載は海外視察を行うための単なる名

目として掲げられていることは明らかである（真実の目的は私的旅行目的

なのに、海外視察の企画書や申出書に私的旅行目的と記載することはおよ
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そ考えられないことである。）。原判決は、このような名目にすぎない目的

にそって視察の必要性、相当性を検討しているが、真実の目的を把握しな

いまま視察の必要性、相当性を検討しても何ら中身のある検討になってい

ないというべきである。 

     以下に述べるように、視察先の選定過程、視察の内容、訴訟における当

事者の主張等諸般の事情を総合的に考慮したうえで、視察目的は何であっ

たのか実質的に検討しなければならない。 

   イ 視察目的についての実質的な検討 

  （ア）「震災対策についてその過程を調査すること」という目的は以下のとおり

真実の目的ではないというべきである。 

     まず、前述のように、補助参加人らは平成２８年３月１８日付第３準備

書面において、オールドＡＭＩスタジアムの視察目的について「震災復興

についての意見交換」と主張していた。「震災対策についてその過程を調査

すること」と「震災復興についての意見交換」とは、意味合いが異なる。

前者の目的では、震災について採られた対策について聴取調査が中心にな

るのに対し、後者の目的では、いかなる震災復興対策が適切かディベート

を行うことが含まれることになるのである。このように視察において震災

対策について何をするつもりなのか補助参加人らの理解はぶれているの

であるから、補助参加人らの視察目的についての主張を信用できないとい

うべきである。 

     そして、オールドＡＭＩスタジアムは、原判決３２頁が認定するとおり、

会談相手であるクライストチャーチ前市長から会談場所として指定され

た場所である。震災復興との関係でオールドＡＭＩスタジアムについて何

を調査するのか具体的な調査事項を事前に練られていないこと（本件企画

書（甲１）には何ら具体的な調査事項は上がっておらず、補助参加人らも

これまで事前に具体的な調査事項を練っていたことについて何ら主張立
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証していない。）、補助参加人らが震災復興についてどのような意見を前市

長に対して述べて、前市長とのディベートを経て、どのような成果を得た

のかについて、全く明らかになっていないことからすると、補助参加人ら

はオールドＡＭＩスタジアムを、震災対策の過程を調査したり、震災復興

について意見交換を行ったりするために訪問したのではなく、単に会談場

所として訪問しただけであるというべきである。 

（イ）次に「スポーツ振興調査」という目的も以下のとおり真実の目的ではな

いというべきである。 

     すなわち、スポーツ振興調査という目的については、当初ＡＭＩスタジ

アムを調査する目的であったものであった。本件視察の際、補助参加人ら

がクライストチャーチに到着したときにＡＭＩスタジアムを視察対象か

らはずしてイーデンパークのほうをみることになったというのであるか

ら（渡邊２１頁）、スポーツ振興調査という目的はイーデンパークの視察目

的に置き換わったとみるべきである（ただし原判決５４頁ないし５５頁の

判示のとおり、イーデンパークの視察はスポーツ観戦が主目的であった。）。

そうすると、スポーツ振興調査という目的でオールドＡＭＩスタジアムを

視察したわけではないはずである。 

     また、そもそもラグビー大国のニュージーランドにおいて、ラグビーワ

ールドカップが住民を勇気づけないわけがないのであるから、ラグビーワ

ールドカップが住民をどのように勇気づけたのかを調査する必要はそも

そもない。さらに、真にスポーツ振興調査をするのであれば、スポーツ政

策について日本国におけるスポーツ庁に相当する行政機関等に聴き取り

調査等をする視察を企画すべきであって、なぜオールドＡＭＩスタジアム

を視察することとしたのか理由が不明である。 

     さらに、スポーツ振興調査に特に力を入れて調査したという補助参加人

渡邊（渡邊１８頁）によれば、オールドブラックスのＯＢに対して「ただ
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感激」して、質問は特にしていないとのことである（渡邊１９頁）。またラ

グビー場がどのように整備されているのかについて、ほとんど人から聞き

取りをしていないし（渡邊１９頁）、スポーツ振興調査の目的を有していた

にもかかわらず、震災で破損したオールドＡＭＩスタジアムに代わって新

しく建設されたＡＭＩスタジアムについて調査することはなく、「すばら

しいものができているんだろうなという感じ」をしていただけであるとの

ことである（渡邊２０頁）。例えば、スタジアムを新設する際にはスタンド

を建設することはできても、芝生を急ピッチで育てるわけにはいかないか

ら、芝生の問題が重大な問題となっているところ（甲４０）、芝生の問題を

どのように解決したのかなど、震災後のスポーツ振興のために必要であっ

た具体的な施策について、何ら聴き取りをした形跡がない。 

     したがって、オールドＡＭＩスタジアムの視察目的を「スポーツ振興調

査」であるとする補助参加人らの主張は信用できない。 

（ウ）なお、補助参加人らが平成２８年３月１８日付第３準備書面において主

張した「表敬訪問」という目的が真実の目的ではないという点については、

原告準備書面（４）２１頁ないし２２頁をそのまま引用する。 

（エ）以上のとおり、視察先の選定過程、視察の内容、訴訟における当事者の

主張等諸般の事情を総合的に考慮すると、オールドＡＭＩスタジアムの視

察目的についての補助参加人らの主張は信用できないのであるから、視察

目的について、震災対策についてその過程を調査すること及びスポーツ振

興調査であると認定するのは誤りである。 

     前述のように、オールドＡＭＩスタジアムは、会談相手であるクライス

トチャーチ前市長から会談場所として指定された場所であることからす

ると、実質的には会談場所という意味合いしか有していなかったと考える

べきである。 
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   ウ 視察の必要性、相当性もないこと 

（ア）原判決は、本件視察当時クライストチャーチ市も宮城県も震災復興過程

にあった点、仙台市においてラグビーワールドカップを誘致していた点か

ら、オールドＡＭＩスタジアムを視察する必要性があったと判示している

（原判決４７頁）。 

     そもそも前述のようにオールドＡＭＩスタジアムの視察目的の認定自体

誤っており、会談場所としての意味合いしかない場所については視察の必

要性は認められない。 

     このことは一旦措くとして、原判決が指摘した上記２点から多額の公費

を投じて視察する必要性が認められることになるのか全く不明である。原

判示は宮城県と視察先の共通性に着目しているようであるが、単に共通性

が認められるだけで視察の必要性が認められることにはならないはずで

ある。海外視察には多額の公費が投じられる以上、県政との関係で視察す

る具体的な必要性が認められなければならない。にもかかわらず、前述の

ように、震災対策に関する具体的な調査事項は事前に練られていないので

あるし、スポーツ振興調査も中身のある調査はなされていないのであるか

ら、視察を行うべき必要性は存しない。 

（イ）また、原判決はオールドＡＭＩスタジアムにおいて補助参加人らがクラ

イストチャーチ前市長とオールブラックスの元選手から被災した建造物

の取扱い等の震災時の対応及びワールドカップ開催時の状況等について

説明を受けたことから、視察の相当性があったと判示している（原判決４

７頁）。 

     しかし、そもそもいかなる場合に視察の相当性が認められるのか全く明

らかではない。また原判決のこのような判断では、政策形成に資するとこ

ろがない概括的な説明を受けただけでも視察の相当性を認めることにな

り、多額の公費が投じられるのに見合う結果を得られたのか否かを考慮し
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ないことになる点で、妥当でない。どのような説明を受けたのか具体的な

内容に踏み込んで判断しなければならないはずである。 

     そして、前述のように、震災対策に関する具体的な調査事項は事前に練

られていないのであるし、スポーツ振興調査も中身のある調査はなされて

いない。さらに、補助参加人佐々木は、宮城県議会の平成２６年９月定例

会において、オールドＡＭＩスタジアムは、要するに「震災のすさまじさ

を目の当たりにしてきました。」、「市民の憩いの場でもあり、選手にとって

は聖地とされております。」と言及しているだけであって、知事との議論の

材料には全くなっていないし、平成２７年２月定例会においては、補助参

加人佐々木征治はニュージーランドの話題に少し触れているだけで、オー

ルドＡＭＩスタジアムの視察結果については全く議論していない。このよ

うに補助参加人らはオールドＡＭＩスタジアムの視察から有益な視察結

果を得られていないのであるから、視察の相当性は認められないというべ

きである。 

   エ 小括 

     以上のとおり、オールドＡＭＩスタジアムは会談相手が指定した会談場

所であるという以上の意味合いしか有していないこと、視察の必要性も相

当性も認められないことに加え、オールドブラックスの元選手に会ったこ

と（アイドルに会うのと同視し得る）、オールドＡＭＩスタジアムがラグビ

ーの聖地として著名であること（観光地と同視し得る）を考慮すると、オ

ールドＡＭＩスタジアムの視察は観光中心の私的旅行と同視し得る程度

の旅行であったというべきである。 

  ⑵ カーボンカテドラル 

   ア 原判決は視察目的の認定の仕方を誤っていること 

     原判決はカーボンカテドラルの視察目的について、震災遺構の保存に関

する議論に資する情報を得ることにあったと認定している（原判決４８
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頁）。この認定根拠はオールドＡＭＩスタジアムと同様、本件企画書（甲１）、

本件申出書（甲２）であると考えられる。 

     しかし、補助参加人らは原審第１準備書面において、「震災復興調査」を

カーボンカテドラルの視察目的として掲げ、復興記念施設の整備、震災遺

構の保存等が宮城県内の大きな課題となっていることを踏まえて視察先

としたことを主張しているのに対し、補助参加人らは原審第３準備書面に

おいて、哀悼の意を示すこと（補助参加人らはこれが主目的であったと主

張している。）、カーボンカテドラルが被災地における復興にいかなる効果

をもたらしているのか、観光面においていかなる効果をもたらしているの

か、宮城県内における震災遺構に関する議論にいかすことができないかと

考えて視察先としたことを主張している。 

     このように視察目的についての補助参加人らの主張の内容が変遷してい

るにもかかわらず、本件企画書（甲１）、本件申出書（甲２）に基づいて視

察目的の内容を認定することは、訴訟上の当事者の主張立証を踏まえた事

実認定となっておらず妥当でない。ここでも視察先の選定過程、視察の内

容、訴訟における当事者の主張等諸般の事情を総合的に考慮したうえで、

真の視察目的は何であったのか実質的に検討しなければならない。 

   イ 視察目的の実質的な検討 

（ア）「震災遺構の保存に関する議論に資する情報を得ること」という目的は以

下のとおり真実の目的ではないというべきである。 

     前述のように、補助参加人らは、主たる目的は哀悼の意を表することに

あったなどと主張を変遷させているのであるから、甲１、甲２記載の視察

目的は信用できるものではない。 

     また、宮城県内における復興記念施設の整備、震災遺構の保存等の問題

について検討の一助とするのであれば、まさにクライストチャーチ市にお

いて復興記念施設はどのような議論を経て建設に至ったのかを地元議員
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等にインタビューする視察を企画すべきであった。また宮城県内で問題と

なっている震災遺構の問題は、遺族の心情との関連で保存すべきかどうか

が問題となっている場合が多いのであるから（渡邊２４頁）、仮に震災遺構

の問題の検討の一助とするのであれば、犠牲者の出たクライストチャーチ

大聖堂をどう復旧するのかなど犠牲者の出た構造物の現状を視察し、遺族

の話などを聴き取る視察を企画すべきであった。 

     さらに、補助参加人らが原審第３準備書面で認めているとおり、震災遺

構をどう保存するのかという問題につながる点では成果を得ることがで

きなかったということであるが、本当に「震災遺構の保存に関する議論に

資する情報を得ること」が目的であるなら、震災遺構の保存に関する情報

を得られるのかどうか事前に確認すべきであった。この点、原判決は、「ニ

ュージーランドにはそもそも震災遺構の保存という政策自体存在しなか

ったものの、これは事前に国内で調査をしても判明したとはいえ」なかっ

たと判示するが（原判決４８頁）、視察先等に事前に確認を取るなどして容

易に判明したことは明らかである。このような事前確認すら行わなかった

ことからすると、「震災遺構の保存に関する議論に資する情報を得ること」

が目的でなかったことを裏付けているというべきである。 

（イ）以上のように、「震災遺構の保存に関する議論に資する情報を得ること」

という目的は以下のとおり真実の目的ではないのであるから、この目的以

外で補助参加人らが主張していた「哀悼の意を表する」ことが真の目的で

あったと考えられる。 

     この「哀悼の意を表する」ことが真の目的であるとすると、「哀悼の意を

表する」ことは私的な行為なのであるから、カーボンカテドラルの視察は

私的な観光旅行と何ら変わるものではないというべきである。 

   ウ 視察の必要性も相当性もないこと 

  （ア）原判決のカーボンカテドラルの視察の必要性に関する判示部分について
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は（原判決４８頁７行目から１３行目）、視察の必要性がいかなる事情から

基礎づけられるのか読み取ることができず、妥当ではない。 

     また前述のように、哀悼の意を表することが目的であるとすると、私的

な観光旅行と変わるものではなく、視察の必要性を認めることはできない。 

     さらに、オールドＡＭＩスタジアムについて述べたのと同様、海外視察

には多額の公費が投じられる以上、県政との関係で視察する具体的な必要

性が認められなければならないはずである。そうであるにもかかわらず、

補助参加人らは震災遺構の保存に関する情報を得られるのかどうか事前

調査もしていないのであるから、視察の必要性が吟味された経緯も見て取

れない。 

     そして、後述のように、結局補助参加人らは実際の視察では司祭の説教

を聞きに行っただけであったのであり、これは多額の公費を費やして海外

視察制度を利用して行うべきではなく私費で行うべきものであり、視察を

行うべき必要性を認めることはできない。 

（イ）また、原判決は、補助参加人らが司祭からカーボンカテドラルが被災者

の心のよりどころとして機能していることを聴取していることから、視察

の相当性があったと判示している（原判決４８頁）。 

     しかし、この原判決の判示によれば、なぜ視察の相当性が認められるの

か全く明らかになっていない。多額の公費が投じられるのに見合う結果を

得られたのか否かを何ら考慮されていない点で妥当でない。 

     そして、心のよりどころとなるその地域に沿った建設物等の復興が重要

であることは、日本国内でも過去の地震（関東大震災など）について記念

施設、震災遺構が残されていることから既に明らかなことである。このよ

うな内容を聴き取っただけでは、多額の公費が投じられるのに見合う結果

を得られたとは到底言えず、視察の相当性はないというべきである。 
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   エ 小括 

     以上のとおり、カーボンカテドラルの視察目的は「哀悼の意を表するこ

と」であって私的な観光旅行と変わらないこと、視察の必要性も相当性も

認められないことに加え、カーボンカテドラルがクライストチャーチ市に

おける観光名所となっていること（甲１２）を考慮すると、カーボンカテ

ドラルの視察は観光中心の私的旅行であったというべきである。 

  ⑶ 市内トラム 

   ア 原判決は視察目的の認定の仕方を誤っていること 

     原判決は市内トラムの視察目的について、環境保護対策の調査であると

認定している（原判決４９頁）。この認定根拠はオールドＡＭＩスタジアム

と同様、本件企画書（甲１）、本件申出書（甲２）であると考えられる。 

     しかし、補助参加人らは原審第１準備書面において、「震災復興調査」、

「環境保護調査」を視察目的として掲げ、震災によって仙石線等が被災し、

観光客の誘致が問題となる中で、路面電車の見直しが図られていることか

ら、トラムを視察先に選定したと主張している。さらに、補助参加人らは

第３準備書面において、仙台港の臨港地区の新交通システムの構築が検討

課題となっていたことを視察目的に加えている。 

     このように、視察目的についての補助参加人らの主張の内容は変遷して

いるのであるにもかかわらず、本件企画書（甲１）、本件申出書（甲２）に

基づいて視察目的の内容を認定することは、訴訟上の当事者の主張立証を

踏まえた事実認定となっておらず妥当でない。ここでも視察先の選定過程、

視察の内容、訴訟における当事者の主張等諸般の事情を総合的に考慮した

うえで、真の視察目的は何であったのか実質的に検討しなければならない。 

   イ 視察目的についての実質的な検討 

     前述のように、補助参加人らは、震災復興調査や仙台港の臨港地区の新

交通システムの構築などに言及するなどして主張を変遷させているので
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あるから、甲１、甲２記載の視察目的は信用できるものではない。 

     また、「環境保護対策の調査」という点で具体的な調査事項が事前に練ら

れていない（本件企画書（甲１）には何ら具体的な調査事項は上がってお

らず、補助参加人らもこれまで事前に具体的な調査事項を練っていたこと

について何ら主張立証していない。）といえ、原判決４９頁が認定するとお

り体験乗車をしただけであった。 

     以上のとおり、視察先の選定過程、視察の内容、訴訟における当事者の

主張等諸般の事情を総合的に考慮すると、「環境保護対策の調査」という視

察目的はなく、単にトラムに乗車することが目的であったというべきであ

る。 

   ウ 視察の必要性、相当性もないこと 

     原判決のトラムの視察の必要性、相当性に関する判示部分については（原

判決４９頁６行目ないし１５行目）、視察の必要性、相当性がいかなる事情

から基礎づけられるのか読み取れない。 

     そして、前述のように、単にトラムに乗車することだけが目的であった

のであれば、視察の必要性は認められない。また単に体験乗車しただけで

あれば、何ら多額の公費が投じられるのに見合う結果を得られておらず、

視察の相当性も認められない。 

   エ 小括 

     以上のとおり、トラムの視察目的は単に乗車することだけであって私的

な観光旅行と変わらないこと、視察の必要性も相当性も認められないこと

に加え、トラムはクライストチャーチ市における観光資源であることを考

慮すると、トラムの視察は観光中心の私的旅行であったというべきである。 

  ⑷ 市内視察 

    原判決４９頁ないし５０頁は、市内視察の必要性と相当性を認めているが、

市内視察としてどこを見たのか、どの程度時間をかけたのか、どのような説



26 

 

明を受けたのか事実認定をされておらず、具体的事情に基づいて市内視察の

必要性、相当性について判断がなされていない点で妥当でない。 

    単に市内を見て回ったというのであれば、私的な観光旅行と何ら変わると

ころはないのであって、原判決の判断は不十分であるというべきである。 

 ２ ２日目の視察（マウントクック国立公園） 

  ⑴ 視察目的の合理性 

   ア 原判決の誤り 

     原判決は、「環境保護調査を目的とし、観光地の環境保護対策の現状を

調査項目として世界遺産に登録されているマウントクック国立公園を視

察しており、視察目的と視察先の関連性は認められる」「県内には世界遺

産は存在しないものの、松島や三陸海岸など自然観光資源を観光地として

いる場所が多数存在しており、観光地の環境保護対策の現状を調査する必

要性は認められる」と安易に判断している（５０頁）。  

     しかし、そもそも環境保護調査といった視察目的は極めて抽象的であり

具体性がない。そのような目的が許されるのであれば、およそどんな環境

保護施設や取り組みを視察しても関連性はすべて認められることとなり、

あまりに不合理である。「環境保護調査」を掲げるのであれば、宮城県の

具体的な環境保護政策を特定し、その課題や問題点を整理し、それらに適

合する視察先を選定しなければならない。そのようにしないのであれば、

関連性は認められないというべきである。 

   イ 事前の調査・検討を何ら行っていない  

     補助参加人石川は、宮城県の課題について、「自然観光資源を観光地と

して十分生かすことができていない。」と供述した（甲１８）。この点、

原審での尋問において、原告訴訟代理人から、「具体的にどのような点で

観光地として十分生かすことができていないと考えているか。」との質問

に対し、「自然環境をしっかりと保護した形で、観光資源として自然のま
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ま残す部分というのが、やはりその辺がちょっとあちら（原告代理人ら注：

マウントクック国立公園）とは違うなというふうに。」と回答した。続け

て、原告訴訟代理人から「松島とか三陸海岸は自然のままきちんと残せて

いないと、そういうことですか。」と問われたのに対し、「いや、残せて

いないというか…」と何ら具体的な説明ができず、返答に窮する有様であ

った（石川２９～３０頁）。  

     さらに、マウントクック国立公園に関する調査について、補助参加人石

川は、「多少調べた。」「調べた内容は、世界遺産になっているというこ

とぐらい。」旨証言している（石川２９頁）。  

     このような尋問における補助参加人石川の態度から、同人らが宮城県の

自然環境及びマウントクック国立公園に関する調査・検討を行っていない

ことが浮き彫りとなった。このことからすれば、そもそも補助参加人らが

主張するような内容の「宮城県の自然環境に関する課題」自体存在しない

ことは明らかである。 

     よって、上記視察目的が合理的とは到底いえない。  

  ⑵ 視察目的と視察先との関連性  

    原判決は、上記のとおり、「県内には世界遺産は存在しないものの、松島

や三陸海岸など自然観光資源を観光地としている場所が多数存在しており、

観光地の環境保護対策の現状を調査する必要性は認められる」と判断してい

る。しかしながら、世界遺産に登録されている観光資源とそうでない観光資

源とでは自ずと環境保護対策の方法が違ってくるのであり、宮城県内の自然

環境保護と世界遺産に登録されている自然環境を調査することは上記目的

とは関連性を有しない。 

    また、適切な視察先を選定するにあたっては、視察先の調査が必要不可欠

であるところ、原審での尋問において、補助参加人らがマウントクック国立

公園について何ら調査していないに等しいことが明らかとなった（石川２９
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頁）。  

    よって、本件視察目的との関係で適切な視察先が選定されているとは到底

いえない。 

  ⑶ 具体的な視察内容と視察目的との合理的関連性 

    原判決は、「補助参加人らは、マウントクック管理事務所の管理課長である

レイ・ベリンガー氏にアポイントメントを取って入山料が登山コース保全に

使われることや外国種の動植物が持ち込まれないように徹底して管理を行っ

ていることなどについて自然環境保護調査の目的に沿った話を聞いているこ

とから、視察内容が相当でないとはいえない。」と判示する（原判決５０頁）。 

    しかし、補助参加人らは、マウントクック国立公園の視察態様について、

レストランにおいて食事を取りながら、１時間から１時間半ほど現地ガイド

から話を聞いただけであり（石川３２頁）、また、原判決が指摘する話の内

容も観光ガイドがするような一般的な説明内容にすぎない。  

    このことから、補助参加人らの視察は、一般人の観光と何ら異なるものと

はいえず、視察内容が視察目的と合理的に関連しているとはいえない。  

  ⑷ 県政への反映  

    補助参加人らの視察内容はいずれも一般的な事柄でしかなく、視察をす

るまでもなく容易に判明することばかりであり（甲６参照）、視察結果が

県政に具体的に反映されることは今までもそしてこれからもおおよそ期待

できない。  

    原判決は、「本件報告書には、マウントクック国立公園について、入場料・

入山料、来園者数、外国種を持ち込まない方針を取っていること等の外形的

な事実が簡潔に記載されるにとどまっており、視察内容について十分な記載

があるとはいえない」と指摘しながら（原判決５０頁）、上記の点を恣意的

に看過している。これは前記のとおり原判決が県政への反映を本件視察の違

法性判断要素から除外したことに基づくものであり、極めて不合理である。 
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  ⑸ 海外視察に名を借りた観光中心の私的旅行と言えるか等 

    以上に述べたとおり、一般の観光旅行における見学とは異なる何らかの特

段の調査研究がなされた事情は何ら存在せず、本件視察がレストランにおい

て食事を取りながら、１時間から１時間半ほど現地ガイドから話を聞いただ

けであることからすれば（石川３２頁）、本件視察は単なる観光旅行という

ほかない。 

  ⑹ 小活  

    以上より、マウントクック国立公園の視察については、視察目的がそもそ

も不合理であり、適切な視察先が選定されておらず、具体的な視察内容が視

察目的と合理的に関連しているとは到底認められず、宮城県政に有益な情報

をもたらしたとも言えず、海外視察に名を借りた観光中心の私的旅行に過ぎ

ないと言わざるを得ない。  

    マウントクック国立公園の視察の違法性は明らかである。 

 ３ ２日目の視察（テカポ湖畔） 

  ⑴ 視察目的の合理性 

   ア 原判決の誤り 

     原判決は、「環境保護調査を視察目的とし、観光資源の保護の現状と今

後の課題を調査項目として、星空を保護する運動を行っているテカポ湖畔

及びマウントジョン天文台を視察していることから、視察目的と視察先と

の関連性は認められる」「県内の天体観測場所を整備するため、星空を保

護する運動を行っているテカポ湖畔を視察する必要性は認められる」と安

易に判断している（原判決５０、５１頁）。  

     しかし、そもそも環境保護調査といった視察目的は極めて抽象的であり

具体性がない。そのような目的が許されるのであれば、およそどんな環境

保護施設や取り組みを視察しても関連性はすべて認められることとなり、

あまりに不合理である。「環境保護調査」を掲げるのであれば、宮城県の
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具体的な環境保護政策を特定し、その課題や問題点を整理し、それらに適

合する視察先を選定しなければならない。そのようにしないのであれば、

関連性は認められないと言わざるを得ない。  

     控訴人の原審準備書面（４）の３９頁以下で詳細に述べたとおり、本件

では、原審の尋問の結果、初めから補助参加人らは星空に関する環境保護

を実現するつもりがないことが露呈したのである。  

     また、「県内の天体観測場所を整備するため」との認定は、原審の尋問

結果を無視した認定と言わざるを得ない。補助参加人らは「県内の天体観

測場所を整備するため」といった目的など持ち合わせておらず、すべて後

付けのこじつけである。  

   イ 星空に関する環境保護を実現するつもりがないことが露呈した 

（ア）補助参加人石川及び補助参加人佐々木の尋問結果 

     補助参加人石川（丙１８、８頁）及び補助参加人佐々木（丙１６、２頁）

は、星空観測場所の環境整備が十分に進んでいるとは言えない現状にある

旨主張していたが、尋問の結果、具体的にどんな整備が遅れているのか、

不備なのかを全く説明できなかった（石川２５頁以下、佐々木７頁）。つ

まり、補助参加人らは、宮城県の観測場所の具体的な課題を何も把握しな

いまま、漫然と星空を見ただけなのである。ニュージーランドで観光して

みたいものとして星空は第１位であるから、補助参加人らの行動は観光そ

のものであり、およそ視察の名に値しない。  

     この点、補助参加人石川（丙１８、８頁）及び補助参加人佐々木（丙６

の６、６頁）はまことしやかに、宮城県内の天体観測場所として、①仙台

市天文台、②牡鹿御番所公園、③内沼サンクチュアリセンター付近、④く

りこま高原いわかがみ平、⑤栗原市深山牧場、⑥蔵王高原刈田駐車場、⑦

鳴子温泉鬼首吹き上げキャンプ場等を挙げているが、①乃至⑥はホームペ

ージ（甲４３）の受け売りに過ぎない。  



31 

 

     補助参加人石川は①、②、③、④及び⑥を視察したことがあると説明し

たものの、その場所を白地図に記入することもできないと述べた（石川２

６頁）。補助参加人らは本気で宮城県内の天体観測場所の環境整備を進め

ようなどとは考えていないのである。 

  （イ）テカポを視察しても光害防止には役立たない 

     そもそも環境整備を進める上で海外の星空を見る必要など全くない。補

助参加人らは「光害」を掲げるが、既に３０年以上前から光害は問題にな

っており、各地で「ライトダウンキャンペーン」（省エネや光害防止のた

めに、無駄な光を出さないように建物のライトアップを消したり、ネオン

サインを消したり、家庭の電気を消したりカーテンを閉めたりする運動で

環境省が呼びかけている）も行われている。しかし、光害防止のために夜

を暗くすることは防犯の点、事故防止の点、夜景観光の点、町の発展の点

等で常にジレンマを抱える宿命にある。このジレンマをどうやって乗り越

えるかが日本の光害問題の核心であり、テカポのような人口が少ない場所

とは事情が全く異なる（もっとも、テカポでさえ、暗い環境の維持と村の

開発の両立は簡単なことではない、甲１７の２頁目２２行目、甲２０の４

枚目等）。 

  （ウ）天体観測場所の環境整備の優先順位は光害防止ではない 

     そもそも天体観測場所の環境整備の優先順位は、日本では暗い空を守る

ことではない。上記のとおり日本では光害防止には限界があるから、今あ

る夜空の環境に甘んじた上で、第１に市民が安全に、第２に快適かつ気軽

に星空を楽しめることが優先されている。つまり、星空が美しい場所はひ

とけがなく、街灯も少なく、トイレや水道も整備されていないことが多い。

これでは初心者（特に女性や子ども）等が安心して安全に星空を楽しむこ

とができない。そこで、観測場所でのトイレや水道の整備が優先されると

ともに、いわゆるハード面ではなく、安全に楽しめるようにイベント等の
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ソフト面（男性ら複数の案内者がまずは安全を確保して星空案内をする）

に力点が置かれるのである。補助参加人らはこのような実情を全く知ら

ず、単に「環境整備＝光害をなくすこと」と述べており（佐々木７頁）、

天文普及に何が重要かという基本を全く知らなかった。  

     この点、原判決は「天体観測場所の環境整備において光害の防止が重要

でないとはいえず」と述べて補助参加人らの視察の必要性を認めてしまっ

ているが（５１頁）、認識不足も甚だしい。「光害防止が重要」であって

も、我が国ではその解決策が極めて困難であるから、我が国でも実現可能

な解決策を視察できなければ光害防止のための視察とは言えない。原判決

は、「光害防止の重要性」を唱えるだけで思考停止しており、「光害防止

の困難さ」まで見据えた考察に欠けていると指摘せざるを得ない。 

  （エ）補助参加人佐々木の認識は無知とやる気のなさを露呈している 

     極めつけは、補助参加人佐々木の認識と無知である。同人は「仙台市天

文台が青葉区西公園に所在している」との誤った認識を示した（佐々木１

６頁）。西公園にあった仙台市天文台は、平成１９年に青葉区錦ヶ丘に移

転しているが（公知の事実）、補助参加人佐々木はそれすら知らなかった。

「天体観測場所の環境整備をしたい」「光害がひどい」とまことしやかに

述べていた同人は、この９年間、錦ヶ丘の仙台市天文台を訪問したことす

らないのである。関心もなく不勉強だからこそ、「ニュージーランドに行

くのだからついでにテカポで星空を見よう」と物見遊山の安易な「視察」

を考えつくのである。 

   ウ 小括 

     以上より、補助参加人らが「県内の天体観測場所を整備するため」とい

った視察目的など持っていなかったことは明らかである。 

  ⑵ 視察目的と視察先との関連性 

   ア 適切な視察先の論点について 
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     上記のとおり、そもそも「県内の天体観測場所を整備するため」といっ

た視察目的がなかったので、その余の点を論じる必要はないが、念のため、

適切な視察先が選定されていないことを述べる。 

   イ 宮城県の星空と似通った視察先を選んでいない 

     原審原告準備書面（４）において詳述したとおり、そもそも、震災後の

復興を視察して参考にするなら、津波被害を受けたスマトラ島などを視察

先に選ぶはずである。これと同様に、本当に県内の星空観測場所の環境整

備のために参考にするなら、気象条件や光害の状況が宮城県と似通ってい

る場所を選ぶはずである。テカポは湿度が低く空の透明度も優れており、

晴天率も高く、人口が少なくて光害も少なく、そもそも南半球なので天の

川の中心部が天頂付近に昇るから、あらゆる点で宮城県とは異なってい

る。そんな場所を視察しても宮城県の課題とは関係がなく、全く参考にな

らない。  

   ウ 参考になりそうな国内の場所すら検討していない 

     宮城県と似た場所は海外にはなく、有益な視察をするならむしろ国内こ

そが望ましい。岡山県の旧美星町（甲２１及び甲２２）などが参考になる

場所である。補助参加人らはそのようなことすら知らず、検討すらしなか

った。そういった実態が補助参加人石川及び補助参加人佐々木によって判

明した。  

     参考になりそうな場所を真剣に選定するという態度はかけらもなく、単

にニュージーランドに行ったので、有名な星空を見ただけなのである。視

察に名を借りた観光そのものである。 

  ⑶ 視察内容と視察目的の合理的関連性  

    原判決は視察目的を「県内の天体観測場所を整備するため」と認定してい

るが（５１頁）、仮にそうだとすると、本件の具体的な視察内容が極めて不

合理なものとなる。具体的な視察内容が視察目的と合理的に関連していると
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は到底認められない。 

   ア 一般の観光ツアーと差がないこと 

     まず、報告書（甲６）を読むと、アース＆スカイ社から観光客と同等の

サービスを受けたに過ぎないことが分かる。  

     そもそも、アース＆スカイ社は、観光客に星空を見せるツアーを行って

いる会社であり、平成２６年３月２７日夜、他の一般の観光客も星空ツア

ーを楽しんでいた。当然一般の観光客にも同社は「この星空環境を保全し

たい。星空を世界遺産にしたい」と説明するのであり（甲１６、２頁等）、

補助参加人らが他の観光客と異なる何か特別な知識を授けられたとは到

底言えない。結局、核心は星空を見せるツアーなのであるから、補助参加

人らも観光サービスを受けたことに変わりはない。  

     また、補助参加人らは専用車と呼ばれる種類の車で観測場所まで移動し

たなどと述べるが、他の観光客も同種の車で移動するのだから、何も特別

なことではない。なお、補助参加人らは、山道で専用車が完全な無灯火で

走行したと証言したが、あり得ない。天体観測の重要な前提は安全性であ

り、ヘッドライトを消しても小さなライトを点けてきちんと安全は確保し

ている。 

   イ グレイム・マレー氏の話も特別なものではない  

     確かに、補助参加人らは、夕食時にグレイム・マレー氏から話を聞いた

ようだが、その内容を報告書（甲６）から読み取ると、わざわざ視察しな

くても、インターネットや文献等で得られる情報ばかりである（甲１５乃

至甲２０）。たとえば、星空を世界遺産に登録しようという取り組みは、

グレイム・マレー氏は様々なメディアで述べているし（甲１７）、アース

＆スカイ社は星空ツアーの際に一般の観光客にも訴えている（甲１６、２

頁等）。また、上記のとおり、光害を防止することが天体観測で重要なの

は、既に３０年以上前から指摘されていることであり、テカポに行くまで
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もなく分かることである（甲７、甲１５、６頁、甲１６、２頁、甲１７、

甲１９、４頁）。 

   ウ 視察で「県内の天体観測場所を整備するため」に役立つ情報を得ていな

い 

     原審で明らかになった視察内容を精査しても、そもそも「県内の天体観

測場所を整備するため」に役立つ情報は全く得られていない。上記のとお

り、我が国での光害問題はその解決方法は極めて困難であり、テカポを視

察して何かヒントが得られるようなものではない。むしろ、「県内の天体

観測場所を整備するため」であるならば、前述したような、初心者（特に

女性や子ども）等が安心して安全に星空を楽しむ方法、観測場所でのトイ

レや水道の整備策、安全に楽しめるようにイベント等のソフト面などの情

報等を、視察によって得るべきなのである。これらの情報はテカポ視察で

は何一つ得られていない。（補助参加人らはそんな問題意識も持たずに漫

然と星空を楽しんだだけなので、当然の結果であるが）。 

  ⑷ 県政への反映 

   ア 報告書（甲６）の記載内容 

     報告書（甲６）に記載された内容を見ても、「県内の天体観測場所を整

備するため」という視察目的との関係で何ら具体的な情報等はもたらされ

ていない。単に、見てきたことの内容と感想が記されているだけであり、

具体的提言は皆無である。  

   イ 議会での質問はパフォーマンスに過ぎない 

     補助参加人らの視察後の行動を見ても、テカポの視察が、何らかの施策

の検討等に繋がるような有益な情報をもたらしたと評価することはでき

ない。 

     この点、原判決は、「補助参加人佐々木は・・・平成２７年９月定例会

（第３５３回）においても同キャンプ場について言及していること（丙６
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の６）に照らせば、補助参加人らは一定程度具体的に県内の天体観測場所

整備を検討していると推認できる」などと認定しているが（５２頁）、全

く誤っている。原審が提訴されたのは平成２６年１１月１０日であり、補

助参加人佐々木の定例会での言及はその後の平成２７年９月なのである。

普通に考えれば、提訴後に議会でうわべだけ言及して取り繕ったと推認で

きる（丙６の６、６頁）。また、この言及内容を見れば、具体的政策提言

は一切なく、自らの経験をひけらかすだけのものであることが分かる。こ

の程度の発言（質問）ならテカポを訪問するまでもなく容易に入手できる

情報を元に述べることができる。補助参加人佐々木は、提訴を受けたこと

から、物見遊山の本件旅行への批判をかわすために議会でパフォーマンス

をしたに過ぎない。パフォーマンスからは何も生まれるはずはなく、結局、

テカポ視察の成果は何ら県政に反映されていない。  

     補助参加人らは、宮城県の天体観測の環境整備を本気で取り組むつもり

など全くなく、だからこそ、ホームページで探し出した天体観測場所（甲

４３）を陳述書に引き写したり（丙１８、８頁）、議会で具体的政策提言

もできない言及をしているに過ぎない。  

  ⑸ 海外視察に名を借りた観光中心の私的旅行と言えるか等 

    この点は、上記（３）ア及びイで述べたとおりである。テカポでの視察内

容は、アース＆スカイ社が一般の観光客向けに実施している星空ツアーと大

差ないのである。 

  ⑹ 小活 

    以上より、テカポ湖畔の視察については、視察目的がそもそも不合理であ

り、適切な視察先が選定されておらず、具体的な視察内容が視察目的と合理

的に関連しているとは到底認められず、宮城県政に有益な情報をもたらした

とも言えず、海外視察に名を借りた観光中心の私的旅行に過ぎないと言わざ

るを得ない。テカポ湖畔の視察の違法性は明らかである。 
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 ４ ３日目の視察（ワイラケイ地熱発電所） 

  ⑴ 視察目的の合理性 

   ア 原判決は、「県内には鬼首地熱発電所が存在し、将来同発電所を活用す

る可能性を検討するために地熱発電所の視察を行うことが不合理又は不

必要であるとはいえない」として、極めて抽象的かつ安易に視察目的の合

理性を肯定している（原判決５３頁）。 

   イ しかしながら、視察目的を検討・選定する上で十分な政策課題等につい

ての調査が必要不可欠となるところ、補助参加人らは係る事前検討を何ら

行っていないのである。 

     すなわち、補助参加人石川は、証人尋問において、「あなた方は本件視察

に先立って、宮城県内の地熱発電に関する政策課題について調査されまし

たか。」という質問に対し、「私は記憶にありません。」と証言しており（石

川３２頁）、同池田は、「今回の視察に先立って、女川原子力発電所の発電

量と鬼首地熱発電所の発電量、これらの差がどれくらいあるかといった観

点からの事前の検討は行いましたか。」という質問に対し、「しておりませ

ん。」と証言しており（池田１０頁）、事前に何らの調査等をしていないこ

とが明らかになった。 

     また、補助参加人佐々木は、「視察に行く前の話ですけれども、宮城県の

地熱発電政策にはどんな問題があるとお考えだったのでしょうか。」との

質問に対し、「地熱を利用できるエリアというのは、例えば仙台ですとか秋

保ですとか、ああいう温泉地帯がほとんどなんですけれども、実際にここ

で発電をする企業者が本当にいるのだろうかというのが、一番ここではネ

ックではないのかなというふうに思っております。企業者というか、自分

たちで発電機能を造ろうという、例えば東北電力さんが原子力発電をやめ

て地熱発電に切り替えようとか、そういう政策的なものがなかなか見付か

らなかったと、そういうことです。」（佐々木９、１０頁）と証言している
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が、いずれもごく一般的な事柄について抽象的に述べるものにすぎず、宮

城県特有の問題点、地熱発電導入の課題等について何ら調査をしていない

ことが浮き彫りになった。 

     さらに、日本国内には主要な地熱発電所が１７箇所あり（甲４４、３頁）、

中には地熱発電における熱をハウス栽培に活用する等（甲４４、１５頁）

積極的な政策を実施している発電所もある。にもかかわらず、補助参加人

らは、係る国内の発電施設についても事前調査・意見交換等を行わないま

ま本件視察に臨んでいる。 

     このように、補助参加人らは視察目的の選定・検討等を極めて安直に行

っているのであり、そのような状態で合理的な視察目的を選定することな

どおおよそ不可能と言うべきである。 

   ウ 加えて、控訴人の原審準備書面（３）（２０頁）でも詳述したとおり、地

熱発電は我が国及び宮城県において主要なエネルギー政策とは位置づけ

られていない。地熱発電はハイリスクでありかつローリターンの事業であ

り、温泉事業者の団体による地熱発電に対する反対運動が起こる等（甲４

４、４頁）、多くの課題を抱えており、依然として我が国の主要なエネルギ

ー政策になり得ていないのである。宮城県唯一の地熱発電所である鬼首地

熱発電所についても、重大な環境等への影響への配慮・措置が環境省から

求められている等（甲４５の１、２）、宮城県における地熱発電政策の推進

には非常に高いハードルがあると言わなければならない。そして、これら

はいずれも視察するまでもなく容易に判明する情報である。 

   エ このように、十分かつ綿密な事前調査を行い正しい現状及び政策課題を

把握すること抜きにしては、到底適切な視察目的選定など不可能である。

原判決は何らの根拠なく「県内には鬼首地熱発電所が存在し、将来同発電

所を活用する可能性を検討するために地熱発電所の視察を行うことが不

合理又は不必要であるとはいえない」と判示しているところ、極めて不合
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理かつ誤った認定というほかない。  

  ⑵ 視察目的と視察先との関連性 

   ア 原判決は、「補助参加人らは、エネルギー問題調査を目的として、発電

所の現状と問題点調査並びに経費の調査を調査項目としてワイラケイ地

熱発電所を視察しており、視察目的と視察先との関連性は認められる」と

判示する（原判決５２頁）。 

   イ しかしながら、上記の通り我が国において地熱発電政策は主要なエネル

ギー政策とは到底言えず、優先順位からすれば、他の発電方法（例えば、

水力、風力、太陽光、潮力、下水バイオガス、そして間伐材バイオマス等）

の視察がより適切と考えられるにもかかわらず、補助参加人らは他の発電

方法との比較検討を何ら行わないまま（弁論の前趣旨）、安易にワイラケイ

地熱発電所を選択したのであり、到底視察目的との関係において適切な視

察先が選定されているとはいえない。 

  ⑶ 視察内容と視察目的の合理的関連性 

   ア 原判決は、「補助参加人らは、事前にアポイントメントを取って、地熱

発電に関する資料に基づいてグレック・ビグナール氏から地熱発電の仕組

みや余熱の活用法等について説明を受けており、視察内容の相当性は認め

られる」と判示する（原判決５２、５３頁）。 

   イ しかしながら、補助参加人らはグレッグ・ビグナール氏に１時間半から

２時間ほど話を聞いただけで、肝心な地熱発電施設の見学すら行っていな

い（石川３３頁）。地熱発電はその設備によって環境への影響が懸念される

ことからすれば、地熱発電設備及び附帯設備の決定等には慎重な検討が求

められる。そうである以上、現地の地熱発電設備を実際に目で見た上で、

同設備の決定・内容等について説明を受けることによって、ニュージーラ

ンドの地熱発電施設・政策等についての理解を深めることができる。この

ように、ニュージーランドに赴いて地熱発電所を視察することの最大の意
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義である。しかしながら、補助参加人らは係る施設を何ら視察することは

なかったのであり、同所視察の最大の意義が達せられなかった。 

     また、グレッグ・ビグナール氏からの講義内容についても、補助参加人

らが特に講義を受けたい内容等について事前に伝えていたということも

なく（石川３３頁）、ごく一般的な地熱発電政策について説明を受けただけ

であった。このことは、補助参加人らの海外行政視察報告書（甲６）の記

載からも明らかである。すなわち、同報告書には、「地熱発電をすることに

よっての災害等を理解し、コストなどの障害を克服することで有効に活用

できる。例として、発電で使った地熱の余熱を活用して、温室栽培や、養

殖、温水プール、製紙工場や、暖房など有効利用することによってコスト

低減や新たな雇用確保ができる」等と一般的抽象的な記載がなされている

にとどまり（９頁）、いずれも視察をするまでもなく容易に判明する事柄で

ある。単に一般的なレクチャーを受けるだけならばテレビ電話・スカイプ

等でも十分に可能なのであって、係る講義を多額の公費をかけて「現地で」

行う必要性は存在しない。 

     このように、ワイラケイ地熱発電所視察の必要性は存在せず、かつ、補

助参加人らの視察によって、ニュージーランドに行かなければ入手できな

いような宮城県の地熱発電政策にとって有用な情報は何ら得られなかっ

たといえる。 

   ウ 原判決は「説明を受け」たことをもって安易に視察内容の相当性を肯定

しているが、正にニュージーランドまで行って「現地」視察をすることの

最大の意義を何ら理解していないものと言わなければならない。通信技術

が発達した現代社会においては、メール、インターネット通話等であたか

も目の前にいるようにコミュニケーションが可能なのであり、単に「説明

を受け」るのであれば「現地」を視察する必要性は全くないのである。高

額の公費を支出して、かつ、全行程のうち貴重な１日を費やす以上、少な
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くとも実際に発電施設を見ながら説明を受ける等が最低限必要というべ

きであり、具体的な視察内容が視察目的と合理的に関連していないことは

明らかである。  

  ⑷ 県政への反映  

   ア 原判決は、「本件報告書には、グレッグ・ビグナール氏の経歴等に関す

る説明以外には、ニュージーランドが２００５年以降地熱に力を入れるよ

うになったこと、発電の余熱を活用できることしか記載されておらず、視

察内容の記載として不十分であることは否めない」と認定しながら（原判

決５２頁）、結論として本件視察については違法性の根拠とは認めなかっ

た。 

   イ これは、上記のとおり、原判決が、裁量権行使の逸脱または濫用の判断

基準から、恣意的に「事後の報告書において、視察目的との関係で何らか

の具体的な情報等をもたらしたり、県政にかかわる分野及びこれに関連す

る分野についての調査研究として、何らかの施策の検討等に繋がるような

有益な情報をもたらしたといえるか（外形的抽象的情報の記載や訪問する

までもなく我が国で容易に入手できるか否か等）」という東京高判が適示

した基準を除外したことによるものである。 

     補助参加人の視察内容はいずれも一般的な事柄でしかなく、視察をする

までもなく容易に判明することばかりではあったことから、視察結果が県

政に具体的に反映されることは今までもそしてこれからもおおよそ期待

できない。補助参加人らの海外行政視察報告書（甲６）には、「地熱発電を

することによっての災害等を理解し、コストなどの障害を克服することで

有効に活用できる。例として、発電で使った地熱の余熱を活用して、温室

栽培や、養殖、温水プール、製紙工場や、暖房など有効利用することによ

ってコスト低減や新たな雇用確保ができる」等と一般的抽象的な記載がな

されているにとどまり（９頁）、いずれも視察をするまでもなく容易に判明



42 

 

する事柄である。単に一般的なレクチャーを受けるだけならばテレビ電

話・スカイプ等でも十分に可能なのであって、係る講義を多額の公費をか

けて「現地で」行う必要性は存在しなかったことが報告書の係る記載から

も事後的に確証されたのである。 

   ウ このように、事後の報告書において、視察目的との関係で何らかの具体

的な情報等をもたらしたり、県政にかかわる分野及びこれに関連する分野

についての調査研究として、何らかの施策の検討等に繋がるような有益な

情報をもたらしたとは到底評価できない。 

  ⑸ 海外視察に名を借りた観光中心の私的旅行と言えるか等 

    以上の通り、一般の観光旅行における見学とは異なる何らかの特段の調査

研究がなされた事情は何ら存在しない。 

    むしろ、補助参加人らは、同日の夕食時にマオリ族のハンギディナーを楽

しんだ。ハンギディナーは温泉の蒸気による地熱を利用し、肉、魚、野菜類

を葉にくるんで蒸し焼きにするマオリ族の伝統料理であり、ハンギディナー

とマオリショーはロトルアの観光名物である（甲１２、５０頁）。同日の行程

全体及び上記で主張した視察内容・結果等からすれば、補助参加人らはマオ

リ族のハンギディナーの鑑賞を真の目的として同日の視察を行ったと評価す

るほかない。原判決はこの点について何らの評価・判示を行っていない。 

    係る行程からも、本件視察が海外視察に名を借りた観光中心の私的旅行で

あったことは明らかである。 

  ⑹ 小括 

    以上の通り、東京高判が示した判断基準に照らせば、３日目の視察につい

ては、視察目的がそもそも不合理であり、適切な視察先が選定されておらず、

具体的な視察内容が視察目的と合理的に関連しているとは到底認められず、

宮城県政に有益な情報をもたらしたとも言えず、海外視察に名を借りた観光

中心の私的旅行に過ぎないことは明らかである。 
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第６ 違法性に関する判断の誤り 

 １ 原判決の判示 

   原判決は、「以上によれば、本件海外視察のうち、４日目及び５日目の視察先

については、本件派遣決定の際に視察目的と視察先の関連性について審査がな

されていないか、議会の審査を経ずに県政と無関係な遊行を主目的とする行程

を組み込んだものと認められることから、４日目と５日目の視察に係る本件派

遺決定及びそれに伴う件公金支出は、議会の裁量権行使の逸脱又は・種.用に当

たり、違法であるというべきである」と判示した（原判決５６頁）。 

   しかしながら、上記判断のうち４日目及び５日目については結論としては妥

当であるが、その他の行程についての判断は明らかな誤りである。 

 ２ 原判決の誤り 

  ⑴ 上記で詳述したことからすれば、本件視察は実質的には開催視察に名を借

りた観光中心の旅行であったことは明らかである。すなわち、そもそもの準

備段階において、ニュージーランドの視察を行うことが他の比較等何らなさ

れず決定されており、視察先についても概ね旅行会社及び補助参加人石川が

選定したものにつき何らの議論等がなされないまま決定された。 

    そして、具体的な視察内容についても、県政に反映され得る実効的な視察

等は何らなされることはなく、漫然と所謂観光名所を遊行しただけであった。

事後的に作成・提出された報告書も、感想文の域を出ない極めて抽象的かつ

不十分なものであった。 

  ⑵ このように、本件視察の違法性を判断するに当たっては、補助参加人らの

弁解に安易に依拠するのではなく、客観的になされた視察内容等を個別具体

的に検討することが必要不可欠である。にもかかわらず原判決は個々の視察

先についてそれぞれ補助参加人らの弁解に安易に依拠し、何ら具体的な検討

を行わないまま４日目及び５日目を除く行程については結論として違法性を

認定しなかった。 
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  ⑶ 以上の原判決の判示は著しく不合理であると言うべきであり、本件視察先

を子細に検討し、その上で本件視察全体を総合的に検討すれば、結局の所、

本件視察は実質的には開催視察に名を借りた観光中心の旅行であったことは

明らかである。よって、本件視察について派遣決定を行ったことは、その行

程全てについてその裁量権を逸脱・濫用してなされた違法なものというべき

である。係る点において原判決は取り消されなければならない。 

 ３ 悪意の受益者 

  ⑴ 原判決の判示 

    原判決は、「原告は,補助参加人らが悪意の受益者であると主張するが、原

告による本件公金支出に係る監査請求が棄却されていることに照らせば、悪

意の受益者であることを認めるに足りる証拠はなく、原告の主張は採用でき

ない。よって、民法７０４条前段の法定利息の返還履行請求を求める原告の

請求は理由がない」と判示する（原判決５７、５８頁）。 

    しかしながら、原判決は何ら事案に即した検討を行わないまま極めて安易

に悪意の受益者に係る主張を排斥しており極めて不当である。なお、遅延損

害金に関する原判決の判断については、不服の対象から外すこととする。 

  ⑵ 「悪意の受益者」の意義 

   ア 「悪意の受益者」については、善意悪意が裁判上問題になった場合、悪

意を推測させる徴表たる間接事実によって推断するほかない。したがって、

悪意を推測する事実が立証されれば、当該受益者が悪意であることが推定

されるのである。原判決はいかなる事実が立証されれば悪意を基礎づける

かについても何らの判断を示していない。 

   イ 「悪意」であるとするために、法律上の原因があるか否かの法的認識は

不要であり、法的認識の基礎となった事実の認識で足ると言うべきである。

仮に悪意が法的評価・判断を意味するとすれば、利得者は「法律上の原因

があると認識していた」と主張すれば足りることとなり、悪意性要件が無
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意味化するためである。 

   ウ （裁）判例も、悪意を認定する際には直接に事実から悪意を認定できる

際は別として、そうでないケースでは一定の事実から受益者の悪意を推定

し、反証のない限りは悪意を肯定するという手法を取っている。例えば、

近時の利息制限法１条１項違反の制限超過利息を受領したが、その受領に

つき改正前貸金業法４３条１項が適用されないときは、貸金業者が同条同

項の適用があると認識し、しかも、そのような認識を有するに至ったやむ

を得ないといえる特段の事情がなければ、民法７０４条の悪意の受益者と

推定するとの判断を行っている（最判平成１９年７月１３日・判タ１２５

２号１１０頁等）。 

   エ 原判決は、係る悪意の受益者に関する理解を誤り、何らの具体的審理等

を経ないまま「悪意の受益者であることを認めるに足りる証拠はな」いと

判示しており、極めて不十分なものといわなければならない。 

  ⑶ 原判決の誤り 

   ア 以上を本件派遣についてみれば、補助参加人らにおいて、本件派遣決定

が違法であることを基礎づける事実について認識をしていれば悪意の受

益者であることが推定されると言うべきである。本件において補助参加人

らの悪意を基礎づける具体的事実・事情と言えば、それは正に本件派遣先

が観光名所であること、視察に先立ち何らの実質的準備等を行っていない

こと、視察結果を県政に何ら具体的に活かしていないこと等に他ならない。 

   イ そして、これまで述べてきたとおり、補助参加人らが視察した先はいず

れもいわゆる観光名所であり、補助参加人は何ら実質的な事前準備・検討

を行っていなかったところ、補助参加人らが主張する派遣の必要性はいず

れも後付けの名目でしかなく、本件視察が単なる海外視察であったことは

明らかである。そうすると、補助参加人らは、本件派遣決定が違法である

ことを基礎づける上記事実について確定的認識を有していたというべき
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である。 

     よって、補助参加人らは悪意の受益者であることは明らかであり、これ

を否定する事情は何ら主張立証されていない。なお、原判決は「原告によ

る本件公金支出に係る監査請求が棄却されていること」を挙げるが、そも

そも監査結果が誤りで有り何ら参照価値がないものなのであるから、係る

事情を捉えて補助参加人の悪意性を覆すものとはならない。 

   ウ したがって、補助参加人らは、利得発生日である平成２６年３月６日か

ら、当該利得に年５分の割合の遅延利息を付してこれを返還すべき義務を

負う。 

 

第７ 損害認定に関する判断の誤り 

１ 原判決の判示 

   原判決は、「本件海外視察には適法な行程も存在しており、本件公金支出全

額を違法ということはできず、違法とされる４日目及び５日目の視察に係る費

用を返還すべきであるところ、４日目及び５日目の視察費用が、本件旅行会社

に支払った旅行代金のうち本件公金支出にかかる９０万円から支出されたの

か、それ以外の部分から支出されたのかを区別することができない。したがっ

て、４日目と５日目の視察費用を、本件旅行会社に支払った旅行代金から、旅

費支給の対象ではないものを除いた費用全体に割り付け、本件公金に係る９０

万円のうち、４日目と５日目の視察費用に相当する金額を返還するのが相当で

ある。」と判示し、４日目と５日目の宿泊料、定額による旅行雑費、北島部分

バス料金、ワイヘケ島の往復フェリー代に限って違法であるとした。 

   原判決の損害認定の考え方は、「１～３日目は適法な旅行であったから、４

日目と５日目にかかった経費のみ違法とすればよく、日本からニュージーラン

ドまでの移動に要した経費は全て適法として問題ない」というものである。 

   しかし、かかる損害の認定方法は、明らかに不当である。 
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 ２ 原判決を前提にしても全旅費の４割を違法と認定すべきである 

  ⑴ 遊行目的の視察に多額の航空運賃が公費から支出されている 

   ア 原判決は、「４日目及び５日目の視察先については、本件派遣決定の際

に視察目的と視察先の関連性について、審査されていないか、議会の審査

を経ずに県政と無関係な遊行を主目的とする行程を組み込んだものと認

められる」とした上で、「本件海外視察の全行程のうち違法な行程の割合

は４０パーセントを占めることになる」と判示する（原判決５６頁）。  

   イ 上記判示が誤りであることは上述のとおりであるが、仮に原判決を前提

にしても、本件視察には視察目的と関係のない場所に行く目的や遊行目的

が全体の少なくとも４０％占められており、補助参加人らは、全体の行程

の４０％について、視察目的と関係のない場所に行く目的や遊行目的で、

日本からニュージーランドまでの往復の航空機を使っていたことになる。  

     海外視察の場合一般的に航空機を利用するため、支出される交通費（航

空運賃代）が高額になる。本件視察の場合も、支出された航空運賃は計３

５４万６０００円と極めて高額であり、航空運賃だけで旅費総額５６１万

円の約６３％を占めている（甲４）。視察の全行程において、視察目的に

照らして必要十分な視察が行われるという前提がなければ、公金からこれ

ほど多額の航空運賃を支出することは許されなかったはずである。  

   ウ 原判決は、行程の一部に違法な視察があった場合でも、航空運賃は全て

適法になるかのような判断を下している。しかし、原判決の考え方による

と、真実は娯楽目的が含まれているにもかかわらず、娯楽目的がないよう

に装って申請し派遣決定された海外視察であっても、公金から航空運賃を

全額支出することが許されてしまう。このような考え方は、一般市民の感

覚からあまりにもかけ離れたものであると言わざるを得ない。  

   エ 航空機を利用する目的に視察目的と無関係な目的や遊行目的が含まれて

いる場合、航空運賃も違法な目的の割合に応じて按分し、違法部分は不当
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利得として返還なければならないことは当然である。 

  ⑵ 適法な視察が１日あれば、航空運賃の支出が全て適法となりかねない 

   ア さらに、原判決の「違法な行程の日当や現地の経費に限って返還すれば

よい」という判断は、以下のような場合、不当な結論を導くことになる。 

   イ 例えば、本件海外視察の行程５日間のうち、最初の１日だけ適法な視察

を行い、残りの４日間は娯楽目的で観光した場合を考える。原判決の理論

によれば、「航空運賃と、初日の経費は全て適法である。ただし、２日目

以降の宿泊費と経費は違法である」との判断になる。しかし、一般市民の

感覚からすれば、「５日間のうち、４日間は娯楽目的で海外に行っている

のであるから、旅行全体が違法であり、旅費を全額返金するか、少なくと

も４日分の割合に相当する航空運賃代は公金から支出すべきではない」と

なることは明らかである。  

   ウ 前記のとおり、本件海外視察で支出された航空運賃は、旅費全体の約６

３％を占めている（甲４）。仮に全体の８割（５日間中４日）が違法な視

察と認定された場合であっても、原判決の考え方に従えば、航空運賃は全

て適法と判断され、返金を要する金額は総額の３割程度に留まり、支出の

７割は適法となる。この結論が不当であることは一目瞭然である。  

  ⑶ 小括 

    したがって、仮に本件海外視察の全行程のうち違法な行程の割合は４０パ

ーセントを占めると認定するのであれば、旅費総額の４割を違法と認定しな

ければならない。係る点においても原判決の判断は明らかに誤っている。 

３ まとめ 

   以上、仮に原判決の判示を前提にしても、原判決は損害認定に関する考え方

を明確に誤っており、市民感覚及び常識と乖離した極めて不当な判断を行って

おり、係る点についても是正されなければならない。 
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第８ 結語 

  以上より、原判決には、そもそもの裁量論に関する考え方の誤り、各視察先に

ついての認定の誤り及び損害認定についての誤り等、極めて重大な誤りが多々含

まれている。原判決は総じて県議会の裁量を広く認めており、今後の違法な視察

を助長する結果をもたらすものであり、これらについてはいずれも是正されなけ

ればならない。 

  よって、控訴人は以上の原判決の判断を是正すべく、本件控訴に及んだもので

ある。 

 

以上 

 


